
 ふれあいセンターからのお知らせ

 令和６年度　６月から10月までの予約方法について　

　１．　５月1日～10月31日　　公共施設予約サービスによる予約申込（先着順）

　　　仮予約期間は、使用月の1か月前の1日 10時から使用日まで、利用回数は 8回／月 までです。
　※　例えば　7月１日から31日までの仮予約は、6月1日10時からです。 

　　　ただし、当面の間はネットの申し込みと並行して、お電話又はセンター窓口での申し込みを受け付けします。
 [空き状況確認]

　 利用者 （ふれあいセンター窓口へ）

 ネットで仮申込み  【審査】　審査待ち 　　施設管理者  【審査結果】　許可  利用料金を添えて、

　（前月1日10時から） 　のメールを受信① 　　予約審査・許可 　のメールを受信② 「使用承認申請書」提出

　２．　11月1日～（翌年）4月30日　　当分の間、従来の「集会による抽選会」

　　　９月になりましたら、実施方法をご案内します。

 留意点
　　１　時間帯は、13時.15時.17時.19時からそれぞれ2時間単位を1枠とします。ただし、12時から13時の1時間は１枠の回数に含めず
  　   12時から15時を１枠とし、1か月8回まで申込むことができます。
 　 ２　使用時間は、午前９時から午後９時までですが、午前中はゲートボール、午後からテニスコートとしてご利用いただけます。
　　３　午前中のゲートボール中止時は直ちに「予約サービスの情報」を更新いたしますので、電話にてお申込み下さい。（当面はネット不可）
　  ４　ご予約後は、使用日の１週間前までに使用料金を添えて、施設利用承認申請をして下さい。
　　５　１週間前までに申請申込みがない場合は、キャンセルとみなす場合があり、その際には使用料金がかかります。
　　６　使用承認申請書は、従来どおりふれあいセンター窓口で記入するほか、公共施設予約サービスから、印刷して持参いただくことも可能です。
　  ７　入室、退出時の 「マスク着用」 は 「個人の判断」 が基本となります。

お問い合わせ先　　ふれあいセンター（0123-24-7742）

　皆様におかれましては、日頃からふれあいセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
　当スポーツ協会では４月１日から　『千歳市公共施設予約サービス』の運用を開始、空き状況の確認ができますが、ふれあ
いセンターにつきましては、５月１日 からネットにより 仮予約ができるようになりました。

　ただし、電話による仮予約をネットで行うものですので、仮予約後は従来どおり　「使用承認申請書」に利用料金を添えて、事前に　ふれあい
センター窓口で予約申請を行うよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


